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Ⅰ は じ め に

　古バビロニア時代1）（前2004－1595年）は、北部
バビロニアを中心に個人による土地所有が一層拡
大し、不動産の売買や賃貸契約を通して、私的な
経済活動が盛んに行われた時代であった2）。こう
した状況は北部バビロニアの都市の一つであるシ
ッパルでも同様に観察される。現存するシッパル
の行政・経済・裁判文書約9000点3）のうち、耕地、
果樹園、家、銀、穀物類の売買・賃貸契約は1360

点にのぼる4）。一般的に経済活動の担い手は男性
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要 旨

　古バビロニア時代のシッパルには、シャマシュのナディートゥムという「女性祭司」がいた。彼女
達は、ナディートゥムとして神前に捧げられた段階でシッパルの都市神シャマシュに嫁いだとみなさ
れ、父親から不動産を含む持参財を受け取った。ナディートゥムの財産相続と財産譲渡に関しては、
ハンムラビ法典（以下、CH と略す）のいわゆるナディートゥム関連条項に言及が見られる。そのう
ち、CH§178によれば、彼女達が父親から贈られる持参財の mala libbi ul maṣû「完全な財産処分権を
持たない」場合、彼女達に財産処分権は無く、彼女の死後、持参財は彼女の兄弟に相続された。一方、
CH§179によれば、mala libbi maṣû「完全な財産処分権を持つ」場合、warka abum ana šīmtim ittalku 
warkassa ēma elīša ṭābu inaddin「父親の死後、彼女は彼女の遺産を彼女の意にかなう人に与える」こ
とが出来た。
　今回扱う文書13点は、古バビロニア時代のシッパルに由来する財産譲渡文書で、上記のフレーズの
いずれかを含み、ナディートゥムの財産処分権を規定する文書である。本論文の目的は、ナディート
ゥムの財産譲渡文書における、mala libbi maṣû「完全な財産処分権を持つ」の用法と意味を明確にす
ることである。これらの文書を検討した結果、ナディートゥムの財産譲渡において、ナディートゥム
が mala libbi maṣû「完全な財産処分権を持つ」場合、彼女は財産の運用、売却、相続人の決定が可能
であったことが分かった。古バビロニア時代のシッパルにおいて、このような「完全な財産処分権」
を持つナディートゥムが存在したことは、一族からナディートゥムを輩出しその生活を支えることが、
当時の人々にとって、重要な社会的、宗教的意義を持っていた状況を反映している。
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であったが、デ・グラーフによれば、バビロン第
一王朝のシン・ムバッリト（前1812-1793年）、ハ
ンムラビ（前1792-1750年）、サムスイルナ（前
1749-1712年）の治世にあたる約100年間には、か
なり多くの女性達が不動産の賃貸契約、売買契約、
銀の貸付といった経済活動を行っていたという5）。
　これらの経済活動に関わった女性達の大部分は、
ナディートゥムと呼ばれる「女性祭司」6）達であっ
たと考えられている7）。彼女達の多くは、都市の
エリート層出身で8）、時には他の都市の王女もナ
ディートゥムに叙任された9）。史料の制約があり、
彼女達の宗教的役割について分かっていることは
あまり多くない10）。しかし、古バビロニア時代の
文学テキスト「シン・イッディナムからウトゥ神
への手紙」において、ナディートゥムを含む女性
祭司達が、「『野蛮』な文化には無い『シュメール』
文化特有の存在とみなされている」11）という事実
は、一家からナディートゥムを輩出し、彼女達の
生活を支えることに、当時の人々は特別な意義を
見出していたことを示唆している。彼女達は神前
に捧げられた段階でシッパルの都市神シャマシュ
に嫁いだとみなされ、父親から耕地や家、果樹園
など様々な不動産を含む持参財12）を受け取った。
ハンムラビ法典のナディートゥム関連条項は、彼
女達が持参財として受け取った不動産について規
定している。ハンムラビ法典によれば、彼女達が
財産を他の人へ譲渡する場合、父親から持参財を
受け取る際に「完全な財産処分権」を与えられた
かどうかが問題になった。ナディートゥムの財産
譲渡については、ドライバー＆マイルズ13）やハリ
ス14）、シュトル15）、スーマイヤー16）、デ・グラー
フ17）が扱っているが、彼女達の財産譲渡を左右す
る「完全な財産処分権」に関しては十分に論じら
れていない状況にある。本論文の目的は、ナディ
ートゥムの財産譲渡文書における、mala libbi 

maṣû「完全な財産処分権を持つ」の用法と意味を
明確にすることである。
　本論文の検討の対象は、古バビロニア時代のシ

ッパルに由来する、ナディートゥムが遺言人また
は相続人として言及される13点の私的な財産譲渡
文書である18）。これらの文書を検討する前に、ま
ずⅡでハンムラビ法典のナディートゥム関連条項
の概要を述べ、Ⅲで先行研究を整理したうえで、
Ⅳでナディートゥムに財産処分権を認める事例 6

点、Ⅴでナディートゥムに財産処分権を認めない
事例 7 点の検討を行う。最後にⅥで、ナディートゥ
ムの「完全な財産処分権」の意味について考察す
る。

Ⅱ ハンムラビ法典のナディートゥム関連条項

　ハンムラビ法典のナディートゥム関連条項19）の
うち、§§178-182は彼女達の受け取る財産に関する
規定である。これらの条項では、ナディートゥム
だけでなく、ウグバブトゥム、セクレトゥム、カ
ディシュトゥム、クルマシートゥムといった他の
女性祭司も規定の対象に含まれる。従って、条項
の中で言及される女性相続人（ 3 人称女性単数の
代名詞「彼女」）は、これらのどの女性祭司に対し
てもあてはまる。しかし、デ・グラーフが既に指
摘したように、ナディートゥムは、ハンムラビ法
典で言及されるいくつかの女性祭司の官職を総称
する集合名詞として用いられた可能性が高く20）、
また、ハリスと中田が指摘したように、シッパル
の史料で言及される女性は、名前の特徴に鑑みて、
その多くがナディートゥムに関連の深い女性であ
った21）。これらの理由から、本論文では、「ナディ
ートゥム」を女性祭司を包括的に示す用語として
用いる。
　CH§§178－179は、ナディートゥムが、父親の死
後、彼女の持参財をどのように処分出来るか、ま
たは活用出来るかについて規定している。どちら
の条項も、父親が娘（ナディートゥム） に持参財
を贈る際に、その処分権について規定した文書を
作成していることを前提とするが、CH§178は娘

（ナディートゥム）が完全な処分権を与えられてい
ない場合、他方、CH§179は娘（ナディートゥム）
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が完全な処分権を与えられている場合を扱う。
　日本語で「完全な処分権を持つ」22）と訳される箇
所は、アッカド語の mala libbi maṣû という表現で
ある。mala libbi は、前置詞 mala「～と同程度の

（as much as）、～の全て（everything that）」23）に、
名詞 libbu「心」の属格 libbi が続いた形で、「心の
全てに」と訳すことが出来る。CAD は動詞 maṣû
の G 語幹に「等しい（to be equal）、～出来る（to 

be able to）、～十分である（to be sufficient for）」
という訳を付しており24）、mala libbi maṣû は「心
の全てに等しい」と直訳することが可能である。
mala libbi maṣû は、 CH§178 で mala libbīša lā 

ušamṣīši、CH§179で mala libbīša uštamṣīši という
形で表現される。この表現において、mala libbi に
3 人称単数女性形の接尾所有代名詞 ša が接尾し、

「彼女の心の全てに」と訳せる。ここでは、動詞は
maṣû の使役形が用いられていて、Š 語幹過去 3 人
称単数形 ušamṣi（CH§178）、あるいは Š 語幹完了
3 人称単数形の uštamṣi（CH§179）に、 3 人称単
数女性形の接尾代名詞対格の ši が接尾する。これ
らを直訳すると、CH§178 mala libbīša lā ušamṣīši 

「（父親が） 彼女をその心の全てに等しくさせなか
った」、CH§179 mala libbīša uštamṣīši「（父親が）
彼女をその心の全てに等しくさせた」という意味
になる。CAD は mala libbi が maṣû と共に用いら
れた場合に「完全な決定権を持つ（to have full 

discretion）」「望むことを行うこと（to do what one 

wants）」という訳を付している25）。財産に関係す
る「完全な決定権」とは、中田が既に訳している
ように「完全な処分権」に他ならない26）。従って、
CH§178 mala libbīša lā ušamṣīši は「（父親が彼女
に）完全な財産処分権を与えなかった」、CH§179 

mala libbīša uštamṣīši は「（父親が彼女に）完全な
財産処分権を与えた」と意訳出来る。
　さらに、CH§§178-179において、mala libbi maṣû

「完全な財産処分権を持つ」という表現は、warkassa 

ēma elīša ṭābu nadānu「彼女の遺産を彼女の意に
かなう人に与える」という表現と対で用いられる。

「彼女の遺産」に相当する語は、warkatu「遺産」27）

に 3 人称女性単数形の接尾所有代名詞 šaが接尾し
た warkassa である。この場合の「彼女の遺産」と
は、父 親 が 与 え た šeriktu「 持 参 財 」28）を 指 す。
CH§178では、彼女の šeriktu「持参財」に関して、
ina ṭuppim ša išt ̣rūšim warkassa ēma elīša ṭābu 

nadānam lā išt ̣rūšimma「（父親が）彼女のために
作成した文書の中で、彼女の遺産を彼女の意にか
なう人に与えると書かなかった」29）と、mala libbīša 

lā ušamṣīši「（父親が）彼女に完全な財産処分権を
与えていなかった」が併記されている。完全な財
産処分権を持たない場合、ナディートゥムの持参
財は、父親が死亡した後、兄弟たちが「取り」、彼
らは彼女が生きている間、大麦、油、衣料といっ
た生活必需品を彼女に定期的に与え、彼女の生活
を保証しなければならなかった30）。もし、この条
件が満たされなかった場合のみ、彼女は adi balṭat 

ikkal「生きている限り、（土地を）食べる」こと、
すなわち生前土地を運用し小作人に貸し出すこと
を許されたが31）、彼女が土地を売ることと相続人
を決定することは禁じられており、持参財は彼女
の死後、彼女の兄弟達に相続された。
　CH§178の状況とは対照的に、CH§179では ina 

ṭuppim ša išt ̣rūšim warkassa ēma elīša ṭābu 

nadānam išt ̣rūšimma「彼女のために作成した文書
の中で、彼女の遺産を彼女の意にかなう人に与え
ると書いた」と、mala libbīša uštamṣīši「（父親が）
彼女に完全な財産処分権を与えた」が併記されて
いる。完全な財産処分権を与えられたナディート
ゥムは、父親の死後、彼女は持参財を warkassa 

ēma elīša ṭābu inaddin「彼女の意にかなう人に与
える」ことが出来たと記されている。すなわち、
女性相続人は持参財を自分の決めた人物へ譲渡す
る権利を有した。そして、通常であれば彼女の持
参財の運用や相続に対して権利を主張出来る彼女
の兄弟達でさえも、彼女の決定に異議を唱えるこ
とは出来なかった。すなわち、CH§§178-179から、
ナディートゥムは、遺産を自分の意にかなう人に
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与えることが出来ると文書に明記されることによ
って、持参財の完全な財産処分権を持つことが出
来たと理解出来る。
　なお、CH§§180-182によれば、彼女達の父親が
持参財を贈らないまま死亡した場合、彼女達は「父
の家」の財産を兄弟達と分割し、HA.LA/zittu「取
り分」として受け取ることが出来た32）。スーマイ
ヤーは持参財として贈られた財産と HA.LA/zittu

「取り分」として贈られた財産を比較し、これら 2

つの財産が内容的に同一のものであったと指摘し
ている33）ため、本論文でもこの説に従い、持参財
と HA.LA/zittu「取り分」を区別せずに論じる。

Ⅲ 先 行 研 究

　Ⅱで述べたように、CH§§178-179によれば、ナ
ディートゥムの財産譲渡文書に「彼女の遺産を彼
女の意にかなう人に与える」と文書に書かれるこ
とで、女性相続人は「完全な財産処分権を持つ」
ことが許された。このように文書上の規定と「完
全な財産処分権」は相関関係にあったと推測され
るが、先行研究ではこの関係性が十分に認識され
てこなかった。
　ドライバー＆マイルズやハリスは、それぞれハ
ンムラビ法典あるいは古バビロニア時代のシッパ
ルについて論じる過程で、CH§§178-179の「彼女
の遺産を彼女の意にかなう人に与える」という表
現は、相続人を決める権利ではなく、彼女が生き
ている間土地を保有し、小作人に土地を貸し出す
権利、すなわち土地を運用する権利を指したと解
釈した34）。しかし、後にシュトルやスーマイヤー
が指摘したように、土地を運用する権利に言及す
る場合、adi balṭat ikkal「生きている限り、（土地
を）食べる」あるいは adi balṭat qāssa ukāl「生き
ている限り、彼女の手が（彼女の土地を）持つ」
という別の表現が用いられる35）。従って、「彼女の
遺産を彼女の意にかなう人に与える」という表現
が土地を運用する権利を表すという解釈は適切で
はない。

　シュトルは、古バビロニア時代の老後の世話に
関する研究の一部としてナディートゥムの財産の
運用について論じ、彼女達の自由な土地運用を禁
じる場合に、いくつかのテキストで、mala libbi ul 

maṣû「完全な財産処分権を持たない」という表現
が含まれることを指摘した36）。しかし、「完全な財
産処分権」に含まれる財産権の範囲については、
彼の研究目的の範囲外であるため論じていない。
　スーマイヤーは、シッパルの家族間の財産譲渡
文書の研究の一環として、論文中で使用した全て
の文書の要約を彼の博士論文のAppendix Cに付し
ており、いくつかの財産譲渡文書に「完全な財産
処分権を持つ」や「彼女の遺産を彼女の意にかな
う人に与える」という文言が明記されたことを記
録している。彼は、テキストに「完全な財産処分
権」を持たないと書かれた場合、その記述のすぐ
後に、シュトルが指摘した自由な土地運用の制限
だけでなく、売却や相続人の決定といった、彼女
達にどのような行為を禁じるのかがテキストに具
体的に明記されていることに言及している37）。し
かし、彼は論文中でこれらの記述に関する彼の見
解を述べていない。
　デ・グラーフは、古バビロニア時代の女性の行
為主体性（エージェンシー）について論じる過程
で、ナディートゥムの財産譲渡に関する訴訟文書
CT 47, 63を扱った。彼女は、女性相続人の「完全
な財産処分権」は「彼女の意にかなう人に彼女の
遺産を与える」と書かれた財産譲渡文書に由来す
ると主張し38）、完全な財産処分権と文書の記載事
項の関連性に注目した。彼女は、「彼女の完全な財
産処分権」が女性遺言人の財産譲渡を法的に立証
する証拠となりえたことを示し39）、「完全な財産処
分権」に自分が選んだ人へ財産を譲渡する権利が
含まれたと理解している。しかし、彼女は同じ論
文の前節で、前18世紀の女性達が男性に匹敵する
程に不動産の賃貸契約、売買契約に関わったこと
を示している40）ものの、「完全な財産処分権」が不
動産の賃貸や売買契約といった女性の経済活動に
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どのように関わったのかについて自身の見解を述
べていない。
　以上のように、ナディートゥムの財産処分権に
関する先行研究において、「完全な財産処分権」と
それを保証する文書との関係性はこれまで十分に
認識されてきたとはいえず、「完全な財産処分権」
の意味について再検討する必要がある。以下Ⅳ章
とⅤ章では、ナディートゥムの財産処分権に関す
る記述を含む史料を取り上げ、彼女達の持つ「完
全な財産処分権」について検討する。

Ⅳ 財産処分権を認める事例

　本章では、warkassa ēma elīša ṭābu nadānum「彼
女の遺産を彼女の意にかなう人に与える」、あるい
は、mala libbīša maṣû「（彼女は）完全な財産処分
権を持つ」に言及する財産譲渡文書 6 点を扱う。
以下、遺言人を A、相続人を B、女性遺言人の死
後に財産を相続する人物（後位相続人）41） を C、ま
た A に相当する人物が複数いる場合は、A 1 、A 2

等と表記する。

1 ．CT 6, 42b/MHET 11042）

・ 遺言人 A＝記載無し
・ 相続人 B＝ Rībam－ili の娘の Erištum

・ 後位相続人 C（ケース）＝彼女（B）の意にかな
う人； C（粘土板）＝Amat－Šamaš（B の姉妹） 

　CT 6, 42b/MHET 110は、シン・ムバッリトの
治世に年代づけられ、遺言人 A の名前は記載され
ていない。相続人 B は、HA.LA/zittu「取り分」と
して 1 ムシャル（約36m2） の家を受け取る。テキ
スト本体と、それを包む粘土板ケースが共に現存
しているが、後位相続人 C に関する記述が異なっ
て い る。ケー ス に は a－píl－lu－sà ašar elīša ṭābu 

inaddin「彼女は彼女の遺産を彼女の意にかなう人
に与える」（ケース11-12行）と書かれ43）、ケース
で指定される後位相続人 C は「彼女（B） の意に
かなう人」だが、粘土板本体は B の姉妹を指定す
る（粘土板11行）。

2 ．BAP 744）

・ 遺言人 A1＝Ašqudum （ B の 父 ）; A2＝Tarām－
sagila（B の母）

・ 相続人 B＝Dulluqtum（A の娘）
・ 後位相続人 C＝ 相続人 B の意にかなう人
　BAP 7 はハンムラビの治世39年に年代づけられ
るテキストで、遺言人 A 1 と A 2 は、相続人 B へ
1 ムシャル（約36m2）の建屋と奴隷や様々な家財
道具を譲渡する。譲渡される持参財には A 2 の
HA.LA/zittu「取り分」である建屋も含まれており、
両親の財産が一緒に B へ譲渡されたことが示唆さ
れる。その財産が、B の死後に、後位相続人 C に
渡るということが、ašar elīša ṭābu aplūssa inaddin

「彼女の意にかなう人に彼女の遺産を与える」（27

行）という文言で表現されている。

3 ．CT 47, 58/58a45）

・ 遺言人 A＝Ṣilli－Akšak の娘の Aja－kuzub－mātim

（B、C との家族関係不明）
・ 相続人 B＝Šamaš－nāṣir の娘の Nīši－īnīšu（C の

叔母）
・ 後位相続人 C＝Amat－bēltim（B の姪）
　CT 47, 58/58a では、サムスイルナ 7 年に、遺言
人 A は相続人 B へ合計23 1/2 イク（約1.66ha） の
耕地と 2/3 ムシャル（約24m2） のガグームの建屋、
女奴隷 1 名を譲渡する。B の死後、後位相続人 C

がこれらの財産を相続する。文書は、粘土板ケー
スとその中に入れられていた粘土板文書の両方が
残されているが、粘土板文書にのみ不動産の運用
権が言及されている。粘土板文書には、adi A balṭat 

mimmûša qāssa ukāl warki A qāti B ukāl「A が生
きている限り、彼女（A）の（財産の）全てを彼
女（A）の手が持ち、A の死後、B の手が持つ」（粘
土板16-19行）と書かれ、遺言人 A が生きている
間、B に財産の運用権は無く、A の死後にはじめ
て財産を運用出来た。また、粘土板のみ C の財産
処分権に関して言及があり、mala libbīša imaṣṣi

「完全な財産処分権を持つ」（粘土板21行）と規定
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し て い る。し か し、C ana B ul aḫāt abīya atti 

attaṣṣi ina maḫrīki ul uššab iqabbīma ina aplūtīša 

inassaḫ 「C が B に、『あなたは私の叔母ではない。
私は出ていって、あなたの前に住まない』と言う
なら、彼女（C）は彼女（B）の相続権を失う」（粘
土板22-24行、ケース18-24行）と規定されてお
り46）、C は B の家に「住ま」なければ財産処分権
を失う可能性があった。スーマイヤーはこの箇所
に関して、B が C を「見習い」ナディートゥムと
して手ほどきするため47）に、自分の家に C を住ま
わせ、将来の財産譲渡と引き換えに C に自分を扶
養させたと解釈している48）。すなわち、このケー
スでは、C が B の扶養義務を怠った場合、C は「完
全な財産処分権」を保証された財産を相続するこ
とが出来なかった。

4 ．CT 47, 63/63a49）

・ 遺言人 A 1＝Mannium（B の父）;  遺言人 A 2 ＝
Narāmtum（B の叔母） 

・ 相続人 B＝Bēlessunu（A 1 の娘） 

・ 後 位 相 続 人 C＝Sîn－ilum の 娘 の Amat－mamu 

（A、B との家族関係不明） 

　CT 47, 63/63a は、サムスイルナ14年に年代づけ
られる訴訟文書で、 2 世代のナディートゥムの財
産譲渡を扱っている。まず、最初の世代（N 1 ） 

で、遺言人 A 1 と A 2 が相続人 B へ財産を譲渡し、
次の世代（N 2 ）で、B が C へ財産譲渡を行った。
テキストはまず、N 2 で、遺言人 B が相続人 C へ、
合計46イク（16.56 ha）の耕地と、 1  1/3 ムシャ
ル（約48m2）のガグームの家、 6 ムシャル（約
216m2）の地所（É.KI.GÁL）、男奴隷 2 名と家財道
具を譲渡したと述べる。adi B balṭat mimmâša qāti 

C ukālma「B が生きている限り、彼女（B） の全て
を C の手が持つ」（粘土板26-27行、ケース25'－26'
行）と書かれ、B の生前から、C は B の財産の財
産を運用出来たと明記されている。さらに、C は
B へ毎年 6 クル（約1800ℓ）の大麦、12マナ（約
6 kg）の衣服、 2 パーン 4 スート（約160ℓ）の

油を与えて日々の生活を保証し、シャマシュ神の
6 つの祭に供物用として 2 スート（約20ℓ）の粉と
2 塊の肉を供給した。さらに C は B の借金 2/3 マ
ナ 6 シェケル（約383g） の銀も肩代わりしている。
　訴訟は、N 2 で譲渡された B の耕地に関して、B

の姪達が C に対し権利を主張したことで起こった。
シッパル当局はその訴えを受けて、N 1 で取り交
わされた文書、すなわち、ṭuppat nudunnî B ša 

abūša iddinūšim「彼女の父親が彼女に与えた B の
持参財の文書」（粘土板40-41行、ケース42'－43' 
行）と、 ṭuppat aplūt A2  aḫāt abīša ša aplūssa 

iddinūšimma mali libbīša maṣiat「彼女（A 2）の遺
産を彼女（B）に与え、彼女（B）に完全な財産処
分権が与えられた彼女の父親の姉妹（A 2 ）の文
書」（粘土板41-43行、ケース44'－46' 行）、および
原告である B の姪達の訴えが書かれた文書を調べ
た。その結果、当局は、原告が根拠なく権利を主
張したと結論づけ、彼女達に罰を課し、今後権利
を主張しないという内容の文書を作らせた。デ・
グラーフは、この判決の拠り所を、「B が完全な財
産処分権を持つ」という文言にあったと解釈して
いる50）。すなわち、彼女の解釈に従えば、このテ
キストは女性が財産処分権を法的に有していたこ
とを示すものである。

5 ．CT 47, 65/65a51）

・ 遺言人 A＝Sîn－erībam の娘の Awāt－Aja（B の叔
母） 

・ 相続人B＝Palê－Adadの娘のBēlessunu（Aの姪）
・ 後位相続人 C＝相続人 B の意にかなう人
　CT 47, 65/65a は、サムスイルナ25年のテキス 

トで、遺言人 A から相続人 B へ、合計27イクの 

休耕地（A.ŠÀ KANKAL）と 3  2/3 ムシャル（約
132m2）のガグームの家、 1 ブル（18イク、約
6.5ha） の果樹園、女奴隷 3 名と何点かの家財道具
が譲渡された。adi A balṭat mimmûša qāssa ukāl 

「A が生きている限り、彼女（A）の（財産の）全
てを彼女（A）の手が持つ」（粘土板21-22行、ケ
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ース20'－22' 行）と書かれ、土地を運用する権利は
A にあった。その一方で、B は、A ではない Inbi－
erṣetim という名前のナディートゥムの扶養義務を
負ったが、両者の家族関係は分からない。Bはašar 

elīša ṭābu aplūssa inaddin「彼女の意にかなう人に
彼女の遺産を与える」（粘土板28行、ケース28'－29'
行）と明記されている。

6 ．CT 48, 2952）

・ 遺言人 A＝AwīlAmurrum（B の父）
・ 相続人 B＝Ḫalijatum（A の娘）
・ 後位相続人 C＝Ili－imnanni（B の兄弟）
　CT 48, 29は、アピル・シン 1-13年に年代づけら
れるテキストで、遺言人 A は彼の娘である相続人
B へ 9 イク（約3.24ha） の耕地を与えている。相続
人 B の兄弟である後位相続人 C は、B の扶養義務
を負っており、毎年 2 クル 2 パーン 2 スート（約
740ℓ） の大麦と 6 カ（約 6 ℓ）の油、 1 シェケル
の銀の価値に相当する衣料と、piqittu「祭りの供
物」を与えると規定される。C がこの規定に従わ
ず、B にこれらの品物を供給しない時、B は ašar 

elīša ṭābu aplūssa inaddin「彼女の遺産を意にかな
う人に与える」（21-22行）ことが出来た。
　
　以上、財産処分権を認める事例に関して、規定
の対象と使用された表現についてまとめると表 1

のようになる。テキスト 6 点のうち、財産譲渡を

相続人に認める事例が 4 点（IV. 1 ; IV. 2 ; IV. 5 ; IV. 

6 ）、遺言人53）に認める事例が 1 点（IV. 4 ）、後位
相続人に認める事例が 1 点（IV. 3）あった。相続
人に財産処分権が認められる場合、全てのケース
で「彼女の意にかなう人に与える」という表現が
使われるが、一方、遺言人（IV. 4）と後位相続人

（IV. 3 ）の財産譲渡について言及する場合は、女
性の財産権について「完全な財産処分権を持つ」
という表現が使われる。相続人の財産処分権を規
定する時に「彼女の意にかなう人に与える」とい
う表現が使われる状況は、CH§179における、女性
相続人の持参財の文書に「彼女の意にかなう人に
与える」と書かれた結果、彼女が「完全な財産処
分権」を与えられた状況と一致する。一方、遺言
人や後位相続人に「完全な財産処分権」が保証さ
れた 2 つの事例も、彼女達が実際に財産を受け取
る際に作成された文書で「彼女の意にかなう者に
与える」と書かれることによって、彼女達の「完
全な財産処分権」が保証されたのであろう。

Ⅴ 財産処分権を認めない事例

　本章は mala libbīša ul maṣû「（彼女は）完全な
財産処分権を持たない」に言及する、あるいは財
産譲渡の禁止を具体的に明記する財産譲渡文書 7

点について論じる。以下、前章と同様に遺言人を
A、相続人を B、後位相続人を C と表記する。

表 1　財産処分権を認める事例

No. テキスト 規定の対象
彼女の意に

かなう者に与える
完全な財産

処分権を持つ

IV. 1 CT 6, 42b/MHET 110 相続人 ＋ Ø

IV. 2 BAP 7 相続人 ＋ Ø

IV. 3 CT 47, 58/58a 後位相続人 Ø ＋

IV. 4 CT 47, 63/63a 遺言人 Ø ＋

IV. 5 CT 47, 65/65a 相続人 ＋ Ø

IV. 6 CT 48, 29 相続人 ＋ Ø

（注）＋：言及有り，Ø：言及無し。
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1 ．VS 9, 19954）

・ 遺言人 A 1 ＝ Ṣuhhutum（家族関係不明）; 遺言
人 A 2 ＝Aḫātum（家族関係不明）

・ 相続人 B＝Aḫassunu（家族関係不明）
　VS 9, 199は、アピル・シンからハンムラビの治
世に年代づけられるテキストで、遺言人 A 1 と A 2

から、家族関係不明の相続人 B へ不動産を譲渡す
る。財産を列挙する箇所が欠けていて詳細は分か
らないが、家に関係する土地を扱っている。ammala 

libbīša ul imaṣṣīma bītam ašar šanî ul inaddin「B

は完全な財産処分権を持たず、家を他の人に与え
ない」（6'－9' 行）、続けて┌B┐ukāl「B が（家を）
持つ」（9'－10' 行）と明記されており、B は財産譲
渡を禁じられたものの、家を運用する権利を保持
していたことが分かる。また、adi balṭat Sîn－aḫam

－iddinam［…］「（Bが）生きている限り、Sîn－aḫam

－iddinam は…」（10'－11' 行）と書かれ、B が家族
関係不明の男性 Sîn－aḫam－iddinamによって、扶養
されていたことも示唆されるが、テキストが破損
しているため、この男性が後位相続人であったか
確認出来ない。この事例で「完全な財産処分権を
持たない」ことは、家の財産譲渡の禁止を意味し
ていた。しかし、B が生前に財産を運用すること
は許されていた。

2 ．MHET 25055）

・ 遺言人 A＝Sîn－rēmēni の娘の Mannaja（B、C と
の家族関係不明）

・ 相続人 B＝Imgur－Sîn の娘の Nīši－īnīšu（C の娘）
・ 後位相続人 C＝Imgur－Sîn（B の父） 

　MHET 250は、ハンムラビ33年に年代づけられ
るテキストで、遺言人 A は相続人 B へ 6 イク（約
2.16ha） の耕地を遺贈する。後位相続人 C は B 

の 父 親 で あ る。abūša irrišma ┌GÚ.UN┐A.ŠÀ 

inaddiššim 「彼女の父は（耕地を）耕し、耕地の収
穫を彼女に与える」（16-17行）と書かれ、C は用
益権を行使し「彼女」を養うと明記された。扶養
された「彼女」が A, あるいは、B のどちらを指し

ているのか明白ではないが、シュトルは A が扶養
されたと推測している56）。このテキストには mala 

libbīša ul imaṣṣīma eqlēssa ana errēš libbīša ul 

inaddin「彼女（B）は完全な財産処分権を持たず、
耕地を彼女自身が選んだ小作人に与えない」

（13-15行）と書かれている。シュトルは、「完全な
財産処分権を持たないこと」は、この事例におい
ては「耕地を彼女自身が選んだ小作人に与えない
こと」を意味すると解釈している57）。すなわち、
完全な財産処分権には、耕地を小作人に貸し出す
権利も含まれていたことが分かる。

3 ．CT 48, 3358）

・ 遺言人 A＝Rīš－Šamaš（B の父）
・ 相続人 B＝Narāmtum（A の娘）
　CT 48, 33は、ハンムラビ34年に年代づけられる
テキストで、遺言人 A から相続人 B へ、HA. LA

「取り分」として、奴隷や家財道具などの動産が譲
渡されている。テキストの後半部分が破損してお
り、後位相続人が指定されたかどうかは分からな
い。また、テキストの上部にも欠損があり、どの
ような不動産が書かれていたか確認できないが、
amtam wardam ul ullal ana kaspim ul inaddin 

［eqlam a］na errēš libbīša [ul inaddi]in「彼女（B）
は奴隷を解放したり売ったりすることは出来ない
し、彼女自身が選んだ小作人に［耕地を与え］る

［ことも出来ない］」（16'－17' 行）と明記されてい
る。すなわち、「完全な財産処分権を持たない」と
いう文言は文書に挿入されていないが、これら 2

つの禁止条項は、明らかにそれへの言及である。
B は土地を小作人に貸し出すことに加えて、相続
した奴隷の解放や売却も出来なかった。

4 ．Di 68959）

・ 遺言人 A＝Ilšu－ibbišuの娘のAmat－Šamaš （B の
叔母） 

・ 相続人 B＝Sîn－erībam の娘の Erišti－Šamaš （A

の姪） 
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・ 後位相続人 C＝相続人 B の兄弟達
　Di 689は、サムスイルナ 1 年に年代づけられる
テキストで、遺言人 A から相続人 B へ、 6 イク

（約2.16ha）の耕地、 1/2 ムシャル（約18m2） のガ
グームの家、10ムシャル（約360m2）の果樹園が
譲渡される。後位相続人 C に関しては、ahhūša 

aplūša「彼女の兄弟達は彼女の相続人である」（14

行）と書かれ、B の兄弟達が指定された。adi A 

balṭat eqlam kirâm u bītam qāssāma ukāl「A が生
きている限り、耕地、果樹園、および、家を彼女
の手が持つ」（27-29行）と記されており、A は生
前自らの財産を運用する権利を持ち、A が死亡し
た段階で、B が A の財産に関する権利を行使した。
また、B の財産譲渡について、eqlam kirâm u bīt 
gagîm B mala libbīša ul imaṣṣīma ana kaspim ul 

inaddin「B は耕地と果樹園、ガグームの家に対し、
完全な財産処分権を持たず、（土地を）売却出来な
い」（15-18行）と書かれており、この事例では、

「完全な財産処分権を持たない」ことは、土地の売
却の禁止を表す。

5 ．Di 70960）

・ 遺言人 A＝Ilšu－ibbišu の娘の Amat－Šamaš（B の
叔母） 

・ 相続人B＝Sîn－erībamの娘のErišti－Šamaš（Aの
姪） 

・ 後位相続人 C＝相続人 B の兄弟
　Di 709は、サムスイルナ 9 年に年代づけられる
テキストで、遺言人 A から相続人 B へ 6 イク（約
2.16ha） の耕地、そこにあるガグームの家全て、10

ムシャル（約360m2） の果樹園が譲渡された。この
テキストは前項で扱った Di 689の後に再作成され
たテキストである61）。後位相続人 C に関して、Di 

709では ina aḫḫīša ša īpirūši u iplaḫūši apilša 「兄
弟達の中で彼女を養い大切に扱う者が、彼女の相
続人である」（24-25行）と修正され、実際に B の
扶養義務を負う兄弟が後位相続人 C となったこ 

とがうかがえる。また、A の扶養義務に関する言

及 は な い が、adi B balṭat eqram kirâm u bītam 

qassāma ukāl「B が生きている限り、耕地、果樹
園、家を彼女の手が持つ」（16-18行）と明記され
ており、Di 689で A が保持していた土地の運用権
を B へ譲渡していることが分かる。B の財産譲渡
に関しては、mala libbīša ul imaṣṣīma aplūssa ana 

aḫim ul inaddin「彼女（B）は完全な財産処分権を
持たない、彼女の遺産を（C 以外の）別の人に与
えない」（26-28行）と記載されている。このテキ
ストにおいて「完全な財産処分権を持たない」こ
とは、他人への財産譲渡の禁止を意味したが、土
地を運用する権利はこれに含まれなかった。

6 ．CT 45, 3462）

・ 遺言人 A＝Sin－tajar の娘の Bēltani（B の叔母） 

・ 相続人 B＝Ikūn－pī－Sîn の息子の Muḫaddum（A

の甥） 

　CT 45, 34は、サムスイルナ15年に年代づけられ
るテキストで、遺言人 A から相続人 B へ合計22イ
ク（約7.92ha）の耕地、 3 ムシャル（約108m2）の
家、女奴隷 3 名が譲渡された。A は、adi balṭat 

mimmûša anniam qāssāma ukāl 「（Aが）生きてい
る限り、彼女の（所有する）この全てを彼女の手
が持つ」（粘土板17-18行）と書かれており、A は
生涯自分の財産を管理することが出来た。B がど
こからその費用を捻出したかについては述べられ
ていないが、B は A の扶養義務を負っており、毎
年 6 クル（約1800ℓ） の大麦、 1 スート 2 カ（約
12ℓ）の油、10マナ（約 5 kg）の衣料を与えると
規定されている。テキストは A の財産処分権につ
いて、A mala libbīša ul imaṣṣi［…］ eqlam［…］ ana 

kaspim ul inaddin「A は完全な財産処分権を持た
ず、［……］耕地［……］を売却出来ない」（粘土
版22-27行）と記している。A は不動産を運用する
権利を持ったが、財産の売却が出来なかったこと
がうかがえる。このケースでも「完全な財産処分
権を持たない」ことは、耕地の売却禁止を意味す
るものの、土地の運用権の禁止は含まれていなか
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った。

7 ．CT 47, 6763）

・ 遺言人 A＝記載無し
・ 相続人 B＝Mannaši（C の姉妹）
・ 後位相続人 C＝Ipiq－Annunitum（B の兄弟）
　CT 47, 67は、サムスイルナの治世に年代づけら
れるテキストで、シッパルとバビロン当局は相続
人 B に 3 イク（約1.08ha）の耕地と女奴隷を与え
る。B の兄弟である後位相続人 C は、B へ毎年900

カ（約900ℓ）の大麦と 6 マナ（約 3 kg）の銀、6

カ（約 6 ℓ）の油を与える義務を負った。財産処
分権に関して、シュトルはテキストの欠損部分を
補い、mala li［b］b［īša］ ul ima［ṣṣi］ eqlam amt［am 

ana kaspim］ ul ina［ddin］［…］ šumman eqlāssa 

 a┐［na errēš］ libbīš［a…］「（B は）完全な財産処
分権を［持たない］、耕地や女［奴隷を売ら（また
は「貸し出さ」）］ない、もし彼女の耕地を［彼女
自身が選んだ小作人に与えた］なら……」（ケース
11-17行）と訳し、C が用益権を行使して耕地を耕
し、その収穫によって B を扶養したため、B が完
全な財産処分権を持たず、奴隷を売却する権利や
小作人に土地を運用する権利を持たなかったと解
釈している。この事例で「完全な財産処分権を持
たない」ことは、耕地や女奴隷を売却する権利だ
けでなく、土地を運用する権利を持たないことを

意味する。

　「完全な財産処分権」を持たない場合に用いられ
る表現は、表 2 のようにまとめることが出来る。テ
キストには、warkassa ēma elīša ṭābu ul nadānum

「彼女の意にかなう人に彼女の遺産を与えない」と
いう表現はどのテキストにもみられない一方で、
mala libbīša ul maṣû「完全な財産処分権を持たな
い」という表現は 1 点（V. 3）を除く全てのテキ
ストで確認された。
　また、テキストにはどのような行動を禁じるの
かが具体的に書き加えられている（表 3 ）。 7 点中
5 点で財産の売却に関する禁止規定が書かれてい
るが、売却の禁止規定の書かれていない残りの 2

点（V. 2 ; V. 3）は、より下位の財産権である運用
権の禁止規定が書かれることで、売却に関する禁
止規定が省略されたと推測されるため、 7 点全て
で財産の売却が禁止されたと考えられる。売却の
禁止規定は、A ana kaspim ul inaddin「（A は財産
を）売らない」（V. 4 ; V. 6 ）という表現で売却の
みに言及する場合と、A ašar šanî/ahim ul inaddin

「（A は財産を）他／別の人に与えない」（V. 1 ; V. 

5）という表現で財産の売却と譲渡の両方を禁じ
る場合があったが、相続人の決定に関する禁止規
定が単独で言及される史料は 7 点全てでみられな
い。また、最も下位の財産権である運用が禁止さ

表 2　完全な財産処分権を持たない場合に使われる表現

No. テキスト
彼女の意に

かなう者に与えない
完全な財産

処分権を持たない

V. 1 VS 9, 199 Ø ＋

V. 2 MHET 250 Ø ＋

V. 3 CT 48, 33 Ø Ø

V. 4 Di 689 Ø ＋

V. 5 Di 709 Ø ＋

V. 6 CT 45, 34 Ø ＋

V. 7 CT 47, 67 Ø ＋

（注）＋：言及有り，Ø：言及無し。
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れた場合、女性遺言人または女性相続人の扶養義
務が規定される（V. 2 ; V. 7）か、扶養規定が書か
れたものの該当箇所が欠損したと考えられる（V. 

3、表 4 参照）。このように「完全な財産処分権を
持たない」と文書に明記された場合、財産の運用、
売却、相続人の決定は原則として禁じられたもの
の、何らかの理由で彼女達が生計を立てることが
困難である場合、財産の運用権のみ交渉の余地が
あったと考えられる。この状況とは対照的に、女
性が「完全な財産処分権を持つ」場合には、財産
の運用、売却、相続人の決定をすることが可能で
あっただろう。
　表 4 は扶養者と被扶養者の関係をまとめている。
7 点のテキストのうち、 5 点（V. 1 ; V. 2 ; V. 5 ; V. 

6 ; V. 7）がナディートゥムを扶養する義務に言及

している。後位相続人の男性が女性遺言人あるい
は女性相続人を養っている 3 点（V. 2 ; V. 5 ; V. 7）
のうち、兄弟が姉妹を養う事例（V. 5 ; V. 7 ）と、
相続人の父親が遺言人を養う事例（V. 2）があっ
た。また 1 点は、甥である相続人が叔母である女
性遺言人を養う事例（V. 6）であった。残り 1 点
は女性相続人と関係性が分からない男性が扶養義
務を負っている（V. 1）。ナディートゥムを扶養す
る義務の規定が無い、残り 2 点のうち、 1 点（V. 

4）は男性による扶養義務が追記され、作り直さ
れている（V. 5）。残り 1 点（V. 3）は、破損が大
きいため詳細は確認できないものの、財産権の制
限について言及した直後に 1 行分の欠損があり、
後位相続人によるナディートゥムの扶養義務に言
及するスペースであったと推測される。このよう

表 3　完全な財産処分権を持たない場合に制限される財産権

No. テキスト 運用権 売却権 相続人の決定権

V. 1 VS 9, 199 〇 × ×

V. 2 MHET 250 × Ø Ø

V. 3 CT 48, 33 × Ø Ø

V. 4 Di 689 〇 × Ø

V. 5 Di 709 〇 × ×

V. 6 CT 45, 34 〇 × Ø

V. 7 CT 47, 67 × × Ø

（注）〇：許可、×：禁止、Ø：文書中に規定無し。

表 4　扶養者と被扶養者の関係

No. テキスト 扶養者／被扶養者 後位相続人 扶養義務

V. 1 VS 9, 199 男性（家族関係不明）／女性相続人（家族関係不明） Ø ＋

V. 2 MHET 250
後位相続人（女性相続人の父）／女性遺言人（家族関
係不明）または女性相続人（後位相続人の娘）

＋ ＋

V. 3 CT 48, 33 Ø Ø Ø

V. 4 Di 689 Ø ＋ Ø

V. 5 Di 709 後位相続人（相続人の兄弟）／女性相続人 ＋ ＋

V. 6 CT 45, 34 男性相続人（甥）／女性遺言人（叔母） Ø ＋

V. 7 CT 47, 67 後位相続人（相続人の兄弟）／女性相続人 ＋ ＋

（注）＋：言及有り，Ø：言及無し。
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に、女性による財産譲渡が禁じられ、（後位）相続
人が女性を養うという状況は、CH§178の「完全な
財産処分権を持たない」女性相続人の状況を想起
させる。

Ⅵ お わ り に

　本論文では、女性の財産処分権に言及する13点
の史料の検討を通じて、ナディートゥムの財産譲
渡文書における mala libbi maṣû「完全な財産処分
権を持つ」の用法と意味について考察した。
　女性に財産処分権を認める場合、規定の対象が
女性相続人である場合に限り、「彼女の意にかなう
人に彼女の遺産を与える」という表現が使われた。
一方で、遺言人や後位相続人の財産処分権につい
て「完全な財産処分権を持つ」と表現されること
は、彼女達が実際に財産を受け取る際に、文書に

「彼女の意にかなう人に彼女の遺産を与える」と書
かれることで、「完全な財産処分権」を持ったこと
を示唆する。この状況は、父親から受け取った文
書に「彼女の意にかなう人に彼女の遺産を与える」
と書かれることで、女性が「完全な財産処分権を
持つ」という CH§179の記述と一致する。
　女性に財産譲渡を認めない場合、「彼女の意にか
なう人に彼女の遺産を与えない」という表現は見
られず、殆どの文書で「完全な財産処分権を持た
ない」と書かれた。「完全な財産処分権」を持たな
いという記述の後に、彼女にどのような活動を禁
じるのかが具体的に明記されており、禁止された
活動は財産の運用、売却、相続人の決定であった。
また、財産譲渡を認めない事例は、後位相続人の
指定と女性の扶養義務に関係しており、CH§178で
女性の土地運用、売却、相続人の決定を禁じると
同時に、後位相続人が相続人を扶養した状況を想
起させる。
　以上のように、ナディートゥムの財産譲渡にお
ける「完全な財産処分権」は、財産の運用、売却、
相続人の指定といった、いくつかの権利を包含す
ることが分かった。持参財の「完全な財産処分権」

を与えられたナディートゥムが存在したという事
実は、古バビロニア時代のシッパルには、財産の
運用と売却、相続人の決定が可能な女性が存在し
ていたことを意味する。一般的に、経済面におけ
る女性の行為主体性（エージェンシー）が非常に
限られていたと考えられている社会にあって、こ
のような女性が存在したという事実は、一族から
ナディートゥムを輩出し、家族のために日々宗教
活動を行う彼女達の生活を保証することが、当時
の人々にとって、重要な宗教的、社会的意義を持
っていたことを反映しているだろう。

付記　本論文は、令和 2 年度に中央大学文学研究科に
提出した修士論文の一部を抜粋し、加筆、修正し
たものである。本論文の執筆にあたって、ナディ
ートゥムに関する研究成果をまとめた貴重なデー
タベースを提供いただき、研究の方向性に関して
有益な助言をくださった中央大学の中田一郎名誉
教授に心より感謝申し上げる。
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